
広告入り窓口用封筒提供に関する取扱基準
（趣旨）

第１条　この基準は、広告入り窓口用封筒の無償提供に関して、財源の確保と地域経済の活性化を図ることを目的に、刈谷市広告掲載要綱（以下「要綱」という。）の規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）
第２条　広告入り窓口用封筒（以下「窓口用封筒」という。）とは、住民票や戸籍の証明書等の交付の際に使用する窓口用封筒であり、市が定めた箇所に民間企業等の広告が印刷されたものをいう。
（広告掲載の範囲）

第3条 窓口用封筒に掲載する広告内容の基準は、要綱第３条に定めるところとし、窓口用封筒の規格は、次のとおりとする。

	大 き さ
	サイズは角２封筒（縦332ｍｍ×横240ｍｍ）、角６封筒（縦229ｍｍ×横162ｍｍ）とする。

	仕    様
	封筒の表面は、市が用意したデータ等を基に作成する。封筒裏面のデザインは、広告掲載箇所も含めて、事前に市と協議し決定する。

	広告掲載の場所又は位置
	封筒の表面及び裏面の下部、それぞれ３割未満とする。

	使用期間
	３年間とする。（募集要領に定める。）

	使用予定枚数
	募集要領に定める。

	そ の 他 
	インキについては、環境に配慮した大豆油インキ等を使用し、封筒に「環境にやさしいＳＯＹ　ＩＮＫを使用しています」等の表記をすること。封筒は中身の透けない程度の厚みがあること。


（提供者の募集方法）

第４条　提供者の募集は、市公式ホームページに掲載する。

（応募者の資格）

第５条　提供の応募をする者（以下「応募者」という。）は、要綱第３条及び次の条件を満たすものとする。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者
（２）国税、愛知県税及び刈谷市税（法人・個人）に滞納がないこと。ただし、愛知県税及び刈谷市税については課税がない場合を除く。
　（提供の申込み）

第６条　応募者は、広告入り窓口用封筒提供申込書（様式１）（以下「申込書」という。）と必要書類を提出するものとする。申込みにあっては、窓口用封筒を無償で提供することを条件とし、そのうえで、市に支払う広告掲載料を申込書に記載し、提出する。
（提供者の選定及び決定）
第７条　応募者が２者以上あった場合は、提示された広告掲載料の高い者から選定することを条件とし、なおも決定しない場合は、代理抽選により決定するものとする。
２　市長は、提供決定者（以下「提供者」という。）に対し、広告入り窓口用封筒提供決定通知書（様式２）により通知する。
（契約書等の締結）

第８条　市長は、前条の規定に基づき提供者の決定を行ったときは、窓口用封筒の提供に関して、提供者と契約書等を取り交わすものとする。

（製作上の注意事項）

第９条　提供者が、広告代理店にあっては、広告主の募集にあたり自らが広告の募集者であることを明確にするとともに、刈谷市が広告の募集者であるような誤解を受けることのないよう配慮するものとする。

２　提供者は、広告内容、色、デザイン等の仕様について、事前に市と協議し、市の承諾を受けた後に製作しなければならない。

３　提供者が広告代理店の場合、募集した広告主が第５条に規定する内容を満たす広告主であることを確認したうえで、市に報告しなければならない。また、広告主については、要綱第３条に定めるものとし、募集に際しては、本社、支社又は営業所が市内に所在する企業等の広告を掲載するよう努めること。
　（窓口用封筒の納品）

第１０条　提供者は、作成した窓口用封筒を、市が指定した期日までに納品しなければならない。

　（広告内容の変更）

第１１条　市長は、契約締結後も広告の内容、デザイン等が法令等に違反しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの基準に定めている規定に抵触すると判断したときは、提供者に対して、広告の内容等の変更を求めることができるものとする。

　（問題発生時の対応）

第１２条　提供者は、窓口用封筒の広告内容に関する苦情その他問題が発生したときは、その一切の責任を負い、誠意を持って速やかに解決に努めるものとする。

（その他）

第１３条　この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

この基準は、平成２２年１０月７日から施行する。
　　附　則
この基準は、令和元年１１月１日から施行する。
附　則

この基準は、令和４年１０月５日から施行する。
附　則

この基準は、令和７年１０月１７日から施行する。
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